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様式第２号（第９条関係）  

会議録 

会議の名称 令和６年度第３回ふじみ野市公民館運営審議会 

 

開催日時 

令和７年３月２８日（金） 

開会時刻  午前１０時００分 

閉会時刻  午前１１時２０分 

 

開催場所 

 

 

ふじみ野市立上福岡西公民館地下ホール 

 

 

 

 

 

 

出席した者の氏名 

役職名 氏名 役職名 氏名 

委員長 松舘 千枝 
上福岡西公民館

長 
内田 徳子 

 

副委員長 

 

田中 義則 

上福岡西公民館

副主幹兼事業係

長 

 

松原 秀洋 

委員 山﨑 進弘 
上福岡西公民館

庶務係長 
中野 俊和 

委員 戸波 節子 
上福岡西公民館

庶務係主任 
有山 俊夫 

委員 野原 眞二 社会教育課長 木村 裕之 

委員 中里 美子 
社会教育課副課

長 
小林 久美 

委員 山口 ゆかり   

委員 髙橋 直美   

 

 

会議の議題 

(1) 令和６年１１月答申「市民とともにつくる社会教育事業のあり 

方について」及び答申を受けた教育委員会の考え方について 

(2) 令和６年度ふじみ野市立公民館事業進ちょく状況（下半期）に 

ついて 

(3) 令和７年度ふじみ野市立公民館事業計画について 

会議の公開又は非公開の別 公 開 

会議の非公開の理由  

傍聴人の数 ０人 

発言の内容 別紙「発言の要旨」のとおり 

会議資料 別添のとおり 

事務局 社会教育課 上福岡西公民館 

 

議事の確定 

確  定 

年月日 
令和７年３月３０日 

記  名 

押  印 

役職名 

委員長 松 舘 千 枝 ○印 
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別紙 

発言の要旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 開会にあたり、委員長より、ご挨拶をお願いいたします。 

（委員長 あいさつ） 

 

 続きまして、上福岡西公民館長より、挨拶申し上げます。 

（上福岡西公民館長 あいさつ） 

 

 ありがとうございます。なお、ふじみ野市公民館運営協議会の議事につきまして

は、ふじみ野市立公民館条例施行規則第２１条第４項の規定により、委員長が議長

となる、規定されておりますので、委員長にこれより先の議事の進行をお願いいた

します。 

 

 会議に先立ち、ふじみ野市では「ふじみ野市審議会等の会議の公開に関する規則」

に基づき、本審議会は公開の対象となっておりますので、あらかじめご了承願いま

す。 

 本日、傍聴人はいますか。 

 

 本日、傍聴人はおりません。 

 

 本日の出席委員は８名です。 

 ふじみ野市立公民館条例施行規則第２１条第５項の規定に基づき、委員の過半数

の出席をいただきましたので、ただ今より、令和６年度第３回ふじみ野市公民館運

営審議会を開催いたします。 

 なお、本日は説明員として、社会教育課長及び社会教育課副課長が出席しており

ますので、自己紹介をお願いいたします。 

（社会教育課長及び社会教育課副課長 自己紹介） 

 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、議題の（１）令和６年１１月答申「市民とともにつくる社会教育事業

のあり方について」及び答申を受けた教育委員会の考え方について、を議題といた

します。 

 社会教育課より説明をお願いいたします。説明が終わりましたら、委員の皆さま

からご質問、ご意見をお受けいたします。 

（社会教育課長及び社会教育課副課長より、資料に基づき説明） 

  

ありがとうございます。 

 ただ今の説明に対し、質問・ご意見がありましたら発言をお願いいたします。 

 

 ご意見、ご質問がないようですので、議題の（１）については、以上とさせてい

ただきます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 続きまして、議題の（２）令和６年度ふじみ野市立公民館事業進ちょく状況（下

半期）について、を議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。説明が終わりましたら、委員の皆さまから

ご質問、ご意見をお受けいたします。 

 

 はじめに、公民館事業について、副主幹兼事業係長より説明をお願いいたします。 

（公民館事業について、副主幹兼事業係長より説明） 

 

 続きまして、庶務につきまして、庶務係長より説明をお願いいたします。 

（庶務について、庶務係長より説明） 

 

 ありがとうございます。 

 ただ今の説明に対し、ご質問、ご意見がありましたら発言をお願いいたします。 

 

 ご質問、ご意見がないようですので、議題の（２）については、以上とさせてい

ただきます。 

 

 続きまして、議題の（３）令和７年度ふじみ野市立公民館事業計画について、を

議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。説明が終わりましたら、委員の皆さまから

ご質問、ご意見をお受けいたします。 

（事業計画について、副主幹兼事業係長より説明） 

 

 ありがとうございます。ただ今の説明に対し、ご質問、ご意見がありましたら発

言をお願いいたします。 

 

 令和７年度事業計画で地域文化振興事業の中の市制２０周年記念事業として木

下さんの作品展示、講演会を開催とありますが、木下さんはどのような方なのでし

ょうか。 

 

 人間をリアルに描写する作品を制作している方になります。また、奥様がパーキ

ンソン病を患っており、奥様をモデルとした作品を制作しております。 

 

 ふじみ野市にお住まいの方なのでしょうか。 

 

 ふじみ野市在住の方ではありません。 

 

 どのようないきさつで木下さんになったのでしょうか。 

 

 市の職員の紹介で、木下さんにお願いすることとなりました。 

  

ふくっ子クラブとわんぱく教室の違いは何でしょうか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

副委員長 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

副委員長 

 

 事業の内容としては、あまり違いはありませんが、それぞれの事業に関わってい

ただくスタッフに違いがあります。 

 ふくっ子クラブは、ふくっ子クラブ出身のＯＢ、ＯＧが関わってくれています。 

 わんぱく教室は、地域連携協定を締結している大東文化大学の学生が関わってく

れています。 

 

 ほかにご質問、ご意見がないようですので、議題の（３）については、以上とさ

せていただきます。 

 

 続きまして、議題の（４）その他について、何かございますか。 

 

 施設見学については、これまでどおり行っていくのでしょうか。 

 

 上福岡西公民館開館中は、これまでどおり行っていきます。ステラ・イースト、

ステラ・ウェストでも行っておりますし、新たな施設においても同じように実施し

ていくものと考えています。 

 

 ほかにご質問、ご意見がないようですので、議題の（４）については、以上とさ

せていただきます。 

 

 続きまして、次第の３ その他に移ります。 

 

 ２月４日に、富士見市民文化会館キラリ☆ふじみにおいて、第３０回入間地区生

涯学習フォーラムが「開催され、公民館運営審議会からは、私が参加しましたので、

当日の様子などをご報告いたします。 

（第３０回入間地区生涯学習フォーラムについて報告） 

 

 続きまして、事務局から何かございますか。 

（事務局から人事異動の内示について報告、その後職員あいさつ） 

 

 以上で、本日の議事等につきましては、すべて終了いたしました。これで、本日

の審議会を終了したいと思います。 

 副委員長より、閉会のご挨拶をお願いいたします。 

 

 以上をもちまして、本日の会議を閉会いたします。長時間にわたりご審議いただ

き、ありがとうございました。 

 

 


